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１.事業名

２.担当部署

３.事業の概要

４.事業の目的

５.事業対象

６.年度末状態

７.事業予算（決算） 23,523千円 執行額 執行率 91.85%

８.事業評価

９.事業評価理由

10.事業の課題

11.課題の要因

12.令和４年度の方向

　児童手当の特例給付を受給している方に臨時特別給付金を特例的に支給し

たことにより、国の要綱では、該当しなかった児童へ支給ができたことか

ら、非常に効果的であった。

【支給実績】

　児童数216人×100千円＝21,600千円

課題なし

課題なし

事業終了

非常に効果的であった

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　事業効果検証シート

子育て世帯への臨時特別給付金（特例給付分）支給事業

市民生活部

　子育て世帯への臨時特別給付金の支給対象者要件から所得制限（児童手当

の特例給付）を撤廃し、対象児童１人当たり10万円を支給するもの。

　新型コロナウイルス感染症の影響に伴う子育て世帯の経済的な負担を緩和

するため、平成15年４月２日から令和４年３月31日までの間に出生した児童

の養育者に対し、対象児童１人当たり10万円を支給する。

養育者のうち所得制限（児童手当の特例給付）に該当する者

繰越事業

21,607千円


